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船舶事故調査報告書 

 

令和元年６月１２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１１月１５日 ０８時２０分ごろ 

発生場所 宮崎県細島
ほそしま

港 

細島港南沖防波堤北灯台から真方位２５０°７６０ｍ付近 

（概位 北緯３２°２６.８′ 東経１３１°４１.２′） 

事故の概要 警戒船尚倫
しょうりん

丸は、警戒作業中、また、漁船茂
しげ

登
と

丸は、南南東進

中、両船が衝突した。 

尚倫丸は、左舷船首部外板に圧壊等を生じ、また、茂登丸は、船首

部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年１２月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 警戒船 尚倫丸、５トン未満 

２９５－１２４６７宮崎、東興海事株式会社 

１１.４６ｍ（Lr）×２.７０ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２０５kＷ、昭和５４年６月 

Ｂ 漁船 茂登丸、４.７トン 

ＭＺ３－２００４８（漁船登録番号）、個人所有 

１０.６５ｍ（Lr）×２.６４ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２９２kＷ、平成７年５月１５日 

第２９５－３９０９１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１９年１２月６日 

免許証交付日 平成２６年８月１１日 

（令和元年８月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５８年５月３１日 

免許証交付日 平成２９年７月３日 

（令和５年５月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷船首部外板に圧壊及び亀裂 

Ｂ 船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、細島港における防波堤築造工

事に係る警戒作業の目的で、平成３０年１１月１５日０８時００分ご

ろ、細島港南沖防波堤南端の西方約３００ｍのところで、船首を北東

方に向けて主機を中立運転とし、警戒作業を開始した。 

Ａ船は、０８時１７分ごろ、船長Ａが工事に伴う航泊禁止区域に向

かって航行するＢ船を左舷方約７００ｍのところに認め、航泊禁止区

域に入らないよう注意喚起する目的で発進し、操舵室上方に設置した

拡声器をＢ船方に向けようと、低速力で前進しながら左転し、続けて

右転したのち主機を中立運転とし、同区域を避けて航行するようＢ船

に向けて拡声器により２回注意喚起を行った後、右転した惰性で、Ｂ

船をほぼ左舷正横方に見る状況となった。 

船長Ａは、拡声器による注意喚起を行ったものの、航泊禁止区域ま

で約１００ｍに接近したＢ船を見て、作業船の係留用ロープにＢ船が

接触して同ロープが絡索又は切断すると、防波堤築造工事の工程が遅

れるなどの影響を強く懸念したので、操舵室からＡ船の左舷側に出

て、乗組員と共に、同区域内に入らないようＢ船に向けて大声を出し

ながら手を振った。 

Ａ船は、Ｂ船が航泊禁止区域に向かって航行を続けるとともにＡ船

に向かって接近してきたので、船長ＡがＡ船の左舷船首部で合図を出

し続けたものの、０８時２０分ごろＢ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、はえ縄漁で使用する餌の買付け

を終えて宮崎県川南
かわみなみ

町川南漁港に帰港する目的で、０８時００分ご

ろ同県門川
かどがわ

町庵
いおり

川
がわ

沖を出発し、細島港内を約６.５ノットの対地速力

で南南東進した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、船首方約１海里（Ｍ）のところにＡ船を認め、

その後、Ａ船がＢ船の前路を左方に移動したので、Ａ船が工事現場に

向かう交通船と判断し、Ｂ船の進路上に航行の支障となる船はいなく

なったと思い、朝食をとろうと即席麺の容器に湯を注ぎ、スマートフ

ォンのタイマーで５分間の調理時間を設定した後、スマートフォンを

操作して気象情報を見ていたところ、Ａ船と衝突した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大）、写真１ Ａ船（船首側）、写真２ Ａ船（船尾側）、写真３ 

Ｂ船、写真４ 本事故発生場所付近の状況①、写真５ 本事故発生

場所付近の状況② 参照） 

 その他の事項 細島港南沖防波堤南端付近では、防波堤の築造工事が行われてお

り、同防波堤南端付近に作業船が四方に係留用ロープを出して停泊し
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ていた。 

船長Ａは、平成２１年ごろから警戒船業務に従事していた。 

船長Ａは、以前、航泊禁止区域に接近する船舶に対して汽笛により

注意喚起すると、当該船舶の船長から、まだ同区域に入る前で、これ

から転針するところであったと強く言われたことが多々あり、また、

実際に同区域の至近距離まで接近してから転針する漁船や遊漁船を目

にすることも多かったので、同区域に向かって航行するＢ船を認めた

とき、汽笛ではなく拡声器により注意喚起を行った。 

船長Ａは、大声を出して手を振る合図を乗組員に行わせ、自身は操

舵室に待機してＢ船の監視を続けていれば、Ａ船を移動させてＢ船と

の衝突を避けられたと本事故後に思った。 

船長Ｂは、０７時４０分ごろ庵川沖に向けて細島港南沖防波堤南端

付近を北北西進したとき、警戒船はいなかったが、錨泊している作業

船の存在は承知していた。 

船長Ｂは、Ｂ船の機関音に加え、操舵室の窓を閉めていたので、Ａ

船の乗組員が拡声器で注意喚起した音声が聞こえなかったと本事故後

に思った。 

船長Ｂは、数年前から断続的に細島港南沖防波堤の築造工事が行わ

れていることを承知していたが、細島港南沖防波堤南端付近に航泊禁

止区域が設定されていることは知らなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、細島港において、船長Ａが、Ｂ船に対して航泊禁止区域を

避けるよう合図を出すことに意識を集中し、操舵室から離れて警戒作

業を続けたことから、Ａ船を移動させることができず、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、細島港において、南南東進中、船長Ｂが、細島港南沖防波

堤南端付近に航泊禁止区域が設定されていることを知らず、Ｂ船の船

首方を左方に移動したＡ船の状況を見て、船首方に航行の支障となる

船はいなくなったと思い込み、食事の準備を行うとともにスマートフ

ォンの画面を見ながら航行を続けたことから、Ｂ船の船首方で警戒作

業中のＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、細島港において、Ａ船が警戒作業中、Ｂ船が南南東進

中、船長Ａが、Ｂ船に対して航泊禁止区域を避けるよう合図を出すこ

とに意識を集中し、操舵室から離れて警戒作業を続け、また、船長Ｂ

が、細島港南沖防波堤南端付近に航泊禁止区域が設定されていること

を知らず、Ｂ船の船首方を左方に移動したＡ船の状況を見て、船首方

に航行の支障となる船はいなくなったと思い込み、食事の準備を行う
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とともにスマートフォンの画面を見ながら航行を続けたため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

・発航前に、海上保安庁沿岸域情報提供システム（ＭＩＣＳ）等

で、航行予定海域の航泊禁止区域等の情報を確認することが望ま

しい。 

・警戒作業中、自船に接近する他船を認めた場合、自船を移動させ

て衝突を避けるための措置を採ることができるようにしておくこ

と。 

・警戒船は、航行船舶が工事作業の実施海域に異常接近するおそれ

がある場合には、直ちに当該船舶に近づき、無線、汽笛、拡声

器、探照灯又は赤旗等適切な手段により、注意喚起を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 
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写真１ Ａ船（船首側） 

 
 

写真２ Ａ船（船尾側） 

 
 

写真３ Ｂ船 
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写真４ 本事故発生場所付近の状況① 

 

（撮影場所は付図１参照） 

 

 

写真５ 本事故発生場所付近の状況② 

 
（撮影場所は付図１参照） 

細島港南沖防波堤 

細島港南沖防波堤 

警戒作業に当たるＡ船 


